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令
和
元
（
平
成
31
）
年
分
の
市

民
税
・
県
民
税
（
市
・
県
民
税
）

の
申
告
と
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

　
申
告
内
容
は
、
課
税
の
た
め
の

資
料
と
な
る
ほ
か
、
国
民
健
康
保

険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
・
保
育
料
な
ど
の
基
礎
資
料
に

も
な
り
ま
す
。

　
申
告
を
し
な
い
と
、
課
税
内
容

の
証
明
や
保
険
料
の
算
定
な
ど
に

影
響
が
出
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
告
が
必
要
な
人
は
、
期
限
内
に

必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
＝
税
務
課
市
民
税

担
当
（
☎
内
線
２
２
６
）
、
新

里
支
所
市
民
生
活
課
（
☎

74
２
２
１
２
）
、
黒
保
根
支
所
市

民
生
活
課
（
☎
96
２
１
１
１
）

 

申
告
の
前
に
準
備
を

　
申
告
・
相
談
会
場
は
大
変
な
混

雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
事
前
に
必

要
な
領
収
書
な
ど
の
計
算
を
済
ま

せ
て
く
だ
さ
い
。

　
混
雑
状
況
に
よ
り
、
待
ち
時
間

が
長
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

特
に
受
付
開
始
の
最
初
の
週
や
月

曜
日
は
混
み
合
う
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。
受
け
付
け
は
終
了
の
30

分
前
ま
で
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
申
告
用
紙
は
、
税
務
課
（
市
役

所
１
階
）
、
新
里
・
黒
保
根
支
所
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
申
告
用
紙
を
郵
送
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
の
で
、
希
望
す
る

人
は
税
務
課
市
民
税
担
当
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

 

申
告
が
必
要
な
人

　
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な

人
は
、
令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
居
住
し
て
い
る
人
で
す
。

　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人
は
申
告
が
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人

②
給
与
所
得
の
み
で
、
勤
務
先
か

　
ら
市
役
所
に
給
与
支
払
報
告
書

　
が
提
出
さ
れ
た
人

③
公
的
年
金
収
入
の
ほ
か
に
所
得

　
が
な
い
人
で
、
年
金
の
源
泉
徴

　
収
票
に
記
載
さ
れ
た
控
除
に
変

　
更
が
な
い
人

④
市
内
に
居
住
し
て
い
る
人
の
税

　
法
上
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る
人

　
の
う
ち
、
所
得
課
税
証
明
を
必

　
要
と
し
な
い
人

⑤
合
計
所
得
金
額
１
０
０
０
万
円

　
を
超
え
る
人
の
配
偶
者
で
、
確

　
定
申
告
な
ど
で
同
一
生
計
配
偶

　
者
と
し
て
申
告
さ
れ
て
い
る
人

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が

 

必
要
で
す

　
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）
の
導
入
に
伴

い
、
申
告
書
に
は
本
人
や
扶
養
親

族
、
事
業
専
従
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
申
告
の
と
き
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
や
番
号
確
認
書
類
（
通

知
カ
ー
ド
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記

載
さ
れ
た
住
民
票
な
ど
）
と
本
人

確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

 

郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す

　
市
・
県
民
税
の
申
告
書
は
郵
送

で
も
受
け
付
け
ま
す
。
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
押
印
し
、
収
入
や

控
除
に
関
す
る
各
種
証
明
書
と
併

せ
て
、
税
務
課
市
民
税
担
当
（
〒

３
７
６
‐
８
５
０
１
桐
生
市
役

所
）
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
書
類
に
不
備
が
あ
る
な
ど
内
容

を
確
認
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
日
中
連
絡
が
取
れ
る
電
話
番

号
を
必
ず
申
告
書
に
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。

 

所
得
税
の
確
定
申
告

　
市
役
所
ま
た
は
新
里
・
黒
保
根

支
所
で
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す

る
場
合
、
利
用
者
識
別
番
号
（
Ｉ

Ｄ
）
の
取
得
が
必
要
で
す
。
Ｉ
Ｄ

の
取
得
手
続
き
は
、
市
役
所
と
新

里
・
黒
保
根
支
所
の
申
告
会
場
で

で
き
ま
す
。

　
今
年
度
か
ら
、
Ｉ
Ｄ
を
使
っ
て

受
け
付
け
た
申
告
書
な
ど
は
、
市

か
ら
税
務
署
へ
電
子
提
出
し
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
申
告
書
へ
の
記

名
・
押
印
や
一
部
添
付
書
類
の
省

略
、
所
得
税
還
付
手
続
き
の
期
間

令和元（平成31）年分

市民税・県民税の
申告と相談
申告は３月16日までに

を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
す
で
に
Ｉ
Ｄ
を
取
得
し
て
い
る

人
は
、
税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
る

「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」
な
ど

の
Ｉ
Ｄ
が
分
か
る
書
類
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。
な
お
、
Ｉ
Ｄ
は
一
度

取
得
す
る
と
、
翌
年
以
降
改
め
て

取
得
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

税
務
署
で
の
確
定
申
告
が

 

必
要
な
人

　
次
に
該
当
す
る
人
は
市
で
は
申

告
で
き
ま
せ
ん
。
桐
生
税
務
署
で

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
準
確
定
申
告
（
死
亡
し
た
人
の

　
申
告
）
を
す
る
人

▼
青
色
申
告
を
す
る
人

▼
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
適

　
用
を
受
け
る
人

▼
土
地
・
建
物
の
売
却
に
よ
る
収

　
入
が
あ
っ
た
人

▼
株
式
の
売
却
に
よ
る
収
入
が
あ

　
っ
た
人

▼
雑
損
控
除
の
適
用
を
受
け
る
人

▼
繰
越
控
除（
純
損
失・雑
損
失
）

　
の
適
用
を
受
け
る
人

▼
先
物
取
引
に
よ
る
収
入
が
あ
っ

　
た
人

▼
外
国
為
替
証
拠
金
取
引（
Ｆ
Ｘ
）

　
に
よ
る
雑
所
得
が
あ
っ
た
人

▼
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
所
得
が

　
あ
っ
た
人

▼
山
林
所
得
が
あ
っ
た
人

▼
修
正
・
更
正
の
請
求
を
す
る
人

▼
贈
与
税
・
消
費
税
の
申
告
を
す

　
る
人



11 桐生市役所　　☎0277‐ 46‐ 1111

期日 場所 時間 対象地区

２月25日（火）
～３月16日（月）

市役所６階
会議室

午前９時～
午後４時 市内全地区

期日 場所 時間 対象地区

２月17日（月）
～28日（金）

新里総合
センター３階
第１会議室

午前９時～
午後４時 市内全地区

期日 場所 時間 対象地区

２月17日（月）

梅田公民館

午前９時～
午後１時 市内全地区

菱公民館

２月18日（火） 川内公民館

２月19日（水） 相生公民館

２月20日（木） 広沢公民館

２月21日（金） 境野公民館

期日 場所 時間 対象地区

２月17日（月）

黒保根支所
１階フロア

午前９時～
午後３時

下田沢町会

２月18日（火） 水沼町会

２月19日（水） 上田沢町会

２月20日（木） 宿廻町会

２月21日（金）
～28日（金）

午前９時～
正午 市内全地区

桐生市役所　

新里支所　

黒保根支所　

公民館

市・県民税の申告と相談場所スマートフォンで
所得税の確定申告ができます
　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナ
ー」のスマートフォン（スマホ）専用画面から申
告できる利用対象者の範囲が広がります。
対象＝２か所以上の給与所得がある人、年末調整
が済んでいない人、年金収入や副業などの雑所得
がある人など
　平成31年１月以降、税務署の確定申告会場や
窓口などでID・パスワードを取得している人は、
令和元（平成31）年分の申告はスマホ専用画面
からｅ

イ ー タ ッ ク ス
‐Taxで申告することができます。

問い合わせ＝桐生税務署（☎22‐3121自動音声
に従い「２」を選択）

公的年金などの受給者は
確定申告が不要に
　公的年金など収入金額の合計が400万円以下で、
公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20
万円以下の場合は、所得税の確定申告は必要あり
ません。ただし、所得税の確定申告が必要ない場
合であっても、市・県民税の申告が必要な場合が
あります。
　なお、所得税の還付を受ける場合や、確定申告
書の提出が要件となっている控除（純損失や雑損
失の繰り越し控除など）の適用を受ける場合には、
確定申告書の提出が必要となります。
　また、外国の制度に基づき国外で支払われる年
金など、源泉徴収対象外の公的年金などを受給し
ている人は、申告が必要になります。
問い合わせ＝桐生税務署（☎22‐3121自動音声
に従い「２」を選択）

医療費控除の添付書類
　平成29年分の申告から、医療費控除は領収書
の提出が不要となりましたが、代わりに「医療費
控除の明細書」の作成・添付が必要となりました。
　税務署から記載内容の確認を求める場合があり
ますので領収書は５年間保存してください。
※令和元（平成31）年分の申告までは、従来ど
おり領収書の添付や提示で済むこともできますが、
令和２年分以降は「医療費控除の明細書」の作
成・添付が必要です。
問い合わせ＝桐生税務署（☎22‐3121自動音声
に従い「２」を選択）

※土・日曜日を除く

※土、日、祝日を除く

※土、日、祝日を除く


